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安曇野市教育委員会  

 

安 曇 野 市 教 育 委 員 会 

令和８年１月定例会 

 

会   議   議   案 

傍　聴　用　



 



 

【教育委員会定例会提出資料】 

議案第１号 教育部 学校教育課 

令和８年１月 23 日提出 (課長)上條貴芳 (担当) 高橋満 

  

件名 安曇野市学校管理規則の一部改正について 

決定を要する事項の

内容 
標記規則を改正するもの。 

要旨 職務内容等を改正するもの 

説明 

１ 概要 

 例規見直しに伴い、職務内容等に学校教育法施行規則（昭和 22 年

文部省令第 11 号）と齟齬があったため、これを是正するもの。 

 

２ 改正内容 

 (１) 職務内容等を学校教育法施行規則にあわせるもの 

 (２) その他字句を修正するもの 

 

３ 施行期日 

 公布の日 

 

 

（以 上） 

 



〇
安

曇
野

市
学

校
管

理
規

則
（

平
成

1
7
年

安
曇

野
市

教
育

委
員

会
規

則
第

1
3
号

）
 

改
正
後
 

改
正
前
 

目
次
 

目
次
 

第
７
章
 
施
設
及
び
設
備
等
（
第
21
条
―
第
25
条
）
 

 

第
７
章
 
施
設
・
設
備
（
第
21
条
―
第
25
条
）
 

 

（
趣
旨
）
 

（
趣
旨
）
 

第
１
条
 
こ
の
規
則
は
、
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
31
年
法
律
第
16
2

号
）
第
33
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
安
曇
野
市
立
小
・
中
学
校
（
以
下
「
学
校
」
と
い
う
。
）
の

管
理
運
営
の
基
本
的
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 

第
１
条
 
こ
の
規
則
は
、
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
31
年
法
律
第
16
2

号
）
第
33
条
の
規
定
に
よ
り
安
曇
野
市
立
小
・
中
学
校
（
以
下
「
学
校
」
と
い
う
。
）
の
管
理
運
営

の
基
本
的
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 

（
休
業
日
と
授
業
日
の
振
替
）
 

（
休
業
日
と
授
業
日
の
振
替
）
 

第
４
条
 
校
長
は
、
学
校
運
営
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
授
業
日
を
休
業
日
と
し
、
又
は
休

業
日
を
授
業
日
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
休
業
日
に
運
動
会
、
文
化
祭
等
恒
例
の
学
校
行

事
を
行
う
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
教
育
委
員
会
に
届
け
出
る
も
の
と
す
る
。
 

 

第
４
条
 
校
長
は
、
学
校
運
営
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
授
業
日
を
休
業
日
と
し
、
又
は
休

業
日
を
授
業
日
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
運
動
会
、
文
化
祭
等
恒
例
の
学
校
行
事
を
行
う

場
合
は
、
あ
ら
か
じ
め
教
育
委
員
会
に
届
け
出
る
も
の
と
す
る
。
 

 

（
教
育
課
程
の
承
認
）
 

（
教
育
課
程
の
承
認
）
 

第
６
条
 
校
長
は
、
前
条
に
規
定
す
る
教
育
課
程
を
編
成
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い

て
、
あ
ら
か
じ
め
教
育
委
員
会
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
６
条
 
校
長
は
、
前
条
に
規
定
す
る
教
育
課
程
を
編
成
す
る
と
き
は
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
、
教
育

委
員
会
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(１
)～

(３
) 

（
略
）
 

 

(１
)～

(３
) 

（
略
）
 

 

（
出
席
停
止
）
 

（
出
席
停
止
）
 

第
８
条
 
法
第
35
条
第
１
項
（
法
第
49
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
児
童

又
は
生
徒
の
出
席
停
止
の
命
令
は
、
校
長
の
意
見
具
申
に
基
づ
き
、
そ
の
保
護
者
に
対
し
て
教
育
委

員
会
が
行
う
も
の
と
す
る
。
 

第
８
条
 
法
第
35
条
第
１
項
（
法
第
49
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
児
童

又
は
生
徒
の
出
席
停
止
の
命
令
は
、
校
長
の
意
見
具
申
に
基
づ
き
、
そ
の
保
護
者
に
対
し
て
教
育
委

員
会
が
行
う
。
 

２
 
教
育
委
員
会
は
、
前
項
に
定
め
る
意
見
具
申
に
基
づ
き
出
席
停
止
を
命
ず
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ

る
手
続
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
 
教
育
委
員
会
は
、
前
項
に
定
め
る
意
見
具
申
に
基
づ
き
出
席
停
止
を
命
ず
る
場
合
は
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
手
続
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(１
)・

(２
) 

（
略
）
 

(１
)・

(２
) 

（
略
）
 

３
 
（
略
）
 

３
 
（
略
）
 

４
 
学
校
保
健
安
全
法
（
昭
和
33
年
法
律
第
56
号
）
第
19
条
の
規
定
に
よ
る
出
席
停
止
は
、
校
長
が
行

う
も
の
と
す
る
。
 

４
 
学
校
保
健
安
全
法
（
昭
和
33
年
法
律
第
56
号
）
第
19
条
の
規
定
に
よ
る
出
席
停
止
は
、
校
長
が
行

う
。
 

５
 
（
略
）
 

 

５
 
（
略
）
 

 

（
教
材
の
承
認
等
）
 

（
教
材
の
承
認
等
）
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改
正
後
 

改
正
前
 

第
11
条
 
（
略
）
 

第
11
条
 
（
略
）
 

２
 
校
長
は
、
学
校
に
お
い
て
次
に
掲
げ
る
教
材
を
使
用
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
教
育

委
員
会
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
 
校
長
は
、
学
校
に
お
い
て
次
に
掲
げ
る
教
材
を
使
用
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
教
育

委
員
会
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(１
) 

（
略
）
 

(１
) 

（
略
）
 

(２
) 

教
科
書
又
は
準
教
科
書
と
併
せ
て
使
用
す
る
副
読
本
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
図
書
 

(２
) 

教
科
書
又
は
準
教
科
書
と
併
せ
て
使
用
す
る
副
読
本
又
は
こ
れ
に
類
す
る
図
書
 

(３
) 

（
略
）
 

 

(３
) 

（
略
）
 

 

（
主
任
等
）
 

（
主
任
等
）
 

第
13
条
 
学
校
に
別
表
第
１
の
左
欄
に
掲
げ
る
主
任
等
を
置
き
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
職
員
を
も
っ

て
充
て
、
校
長
の
監
督
を
受
け
て
、
同
表
右
欄
に
掲
げ
る
職
務
を
行
う
も
の
と
す
る
。
 

第
13
条
 
学
校
に
別
表
第
１
の
左
欄
に
掲
げ
る
主
任
等
を
置
き
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
職
員
を
も
っ

て
充
て
、
校
長
の
監
督
を
受
け
て
、
同
表
右
欄
に
掲
げ
る
職
務
を
行
う
。
 

２
 
前
項
に
規
定
す
る
主
任
等
は
、
校
長
が
命
じ
、
教
育
委
員
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

２
 
第
１
項
に
規
定
す
る
主
任
等
は
、
校
長
が
命
じ
、
教
育
委
員
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

第
14
条
 
学
校
に
前
条
第
１
項
に
規
定
す
る
主
任
等
の
ほ
か
、
必
要
に
応
じ
校
務
を
分
担
す
る
主
任
を

置
く
こ
と
が
で
き
る
。
 

第
14
条
 
学
校
に
前
条
に
規
定
す
る
主
任
等
の
ほ
か
、
必
要
に
応
じ
校
務
を
分
担
す
る
主
任
を
置
く
こ

と
が
で
き
る
。
 

２
 
（
略
）
 

 

２
 
（
略
）
 

 

（
校
務
の
分
掌
）
 

（
校
務
の
分
掌
）
 

第
16
条
 
（
略
）
 

第
16
条
 
（
略
）
 

２
 
校
長
は
、
校
務
の
分
掌
を
定
め
た
と
き
は
、
教
育
委
員
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

２
 
校
長
は
、
前
項
及
び
こ
の
規
則
に
規
定
す
る
校
務
の
分
掌
を
定
め
た
と
き
は
、
教
育
委
員
会
に
報

告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

（
職
員
会
議
）
 

（
職
員
会
議
）
 

第
19
条
 
（
略
）
 

第
19
条
 
（
略
）
 

２
 
前
項
の
職
員
会
議
の
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
校
長
が
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 

２
 
前
項
の
職
員
会
議
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
校
長
が
定
め
る
。
 

 

第
７
章
 
施
設
及
び
設
備
等
 

 

第
７
章
 
施
設
・
設
備
 

 

（
施
設
及
び
設
備
の
管
理
等
）
 

（
施
設
・
設
備
の
管
理
）
 

第
21
条
 
校
長
は
、
学
校
の
施
設
及
び
設
備
（
以
下
「
施
設
等
」
と
い
う
。
）
の
管
理
を
統
括
し
、
そ

の
整
備
に
努
め
、
か
つ
、
そ
の
現
有
状
況
を
明
ら
か
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
21
条
 
校
長
は
、
学
校
の
施
設
・
設
備
の
管
理
を
統
括
し
、
そ
の
整
備
に
努
め
、
か
つ
、
そ
の
現
有

状
況
を
明
ら
か
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
 
校
長
は
、
施
設
等
を
社
会
教
育
そ
の
他
公
共
の
た
め
に
利
用
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、

異
例
又
は
長
期
に
わ
た
る
利
用
に
つ
い
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
教
育
委
員
会
の
指
示
を
受
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
 

２
 
職
員
は
、
校
長
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
施
設
及
び
設
備
の
管
理
を
分
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
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改
正
後
 

改
正
前
 

３
 
校
長
は
、
施
設
等
の
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

 

（
施
設
等
の
亡
失
又
は
損
傷
）
 

（
施
設
及
び
設
備
の
亡
失
・
損
傷
）
 

第
22
条
 
校
長
は
、
施
設
等
が
、
亡
失
し
、
又
は
損
傷
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
教
育
委
員
会
に
報
告

し
、
そ
の
指
示
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

第
22
条
 
校
長
は
、
学
校
の
施
設
及
び
設
備
が
、
亡
失
し
、
又
は
損
傷
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
教
育

委
員
会
に
報
告
し
、
そ
の
指
示
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

（
防
災
及
び
警
備
等
）
 

（
防
災
及
び
警
備
等
）
 

第
23
条
 
校
長
は
、
年
度
開
始
後
、
直
ち
に
学
校
の
防
災
及
び
警
備
の
計
画
を
作
成
し
、
教
育
委
員
会

に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
23
条
 
校
長
は
、
毎
年
度
の
初
め
に
お
い
て
、
学
校
の
防
災
及
び
警
備
の
計
画
を
作
成
し
、
教
育
委

員
会
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
 

 

２
 
職
員
は
、
校
長
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
学
校
の
警
備
及
び
防
災
の
任
務
を
分
担
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
 

 

（
職
員
の
責
務
）
 

（
施
設
及
び
設
備
の
利
用
）
 

第
24
条
 
職
員
は
、
第
21
条
及
び
前
条
の
規
定
に
よ
り
校
長
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
い
、
施
設
等
の
管

理
並
び
に
学
校
の
防
災
及
び
警
備
の
任
務
を
分
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

第
24
条
 
校
長
は
、
学
校
の
施
設
及
び
設
備
を
社
会
教
育
そ
の
他
公
共
の
た
め
に
利
用
さ
せ
る
こ
と
が

で
き
る
。
た
だ
し
、
異
例
又
は
長
期
に
わ
た
る
利
用
に
つ
い
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
教
育
委
員
会
の
指

示
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

（
日
直
）
 

（
日
直
）
 

第
25
条
 
（
略
）
 

第
25
条
 
（
略
）
 

２
 
前
項
の
規
定
に
よ
り
、
日
直
を
命
ぜ
ら
れ
た
職
員
は
、
同
項
に
規
定
す
る
時
間
又
は
日
に
お
い

て
、
施
設
及
び
設
備
の
管
理
、
文
書
の
収
受
、
緊
急
用
務
の
処
理
等
の
任
務
に
当
た
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
 

２
 
前
項
の
規
定
に
よ
り
、
日
直
を
命
ぜ
ら
れ
た
職
員
は
、
前
項
に
規
定
す
る
時
間
又
は
日
に
お
い

て
、
施
設
及
び
設
備
の
管
理
、
文
書
の
収
受
、
緊
急
用
務
の
処
理
等
の
任
務
に
当
た
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
 

３
 
（
略
）
 

 

３
 
（
略
）
 

 

（
事
故
の
報
告
）
 

（
事
故
の
報
告
）
 

第
27
条
 
校
長
は
、
重
大
な
学
校
事
故
が
発
生
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
そ
の
状
況
を
教
育
委
員
会
に
報

告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

第
27
条
 
校
長
は
、
重
大
な
学
校
事
故
が
発
生
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
そ
の
状
況
を
教
育
委
員
会
に

報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

（
補
則
）
 

（
補
則
）
 

第
29
条
 
こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。
 

 

第
29
条
 
こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
な
事
項
は
、
教
育
長
が
定
め
る
。
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改
正
後
 

改
正
前
 

別
表
第
１
（
第
13
条
関
係
）
 

別
表
第
１
（
第
13
条
関
係
）
 

左
欄
 

中
欄
 

右
欄
 

教
務
主
任
 

教
諭
 

教
育
計
画
の
立
案
そ
の
他
の
教
務
に
関
す
る
事
項
の

連
絡
調
整
並
び
に
指
導
及
び
助
言
に
当
た
る
職
務
 

学
年
主
任
 

同
上
 

当
該
学
年
の
教
育
活
動
に
関
す
る
事
項
の
連
絡
調
整

並
び
に
指
導
及
び
助
言
に
当
た
る
職
務
 

保
健
主
事
 

教
諭

又
は

養
護

教

諭
 

学
校
に
お
け
る
保
健
に
関
す
る
事
項
の
管
理
に
当
た

る
職
務
 

事
務
主
任
 

事
務
職
員
 

事
務
に
関
す
る
事
項
の
連
絡
調
整
並
び
に
指
導
及
び

助
言
に
当
た
る
職
務
 

 

左
欄
 

中
欄
 

右
欄
 

教
務
主
任
 

教
諭
 

教
育
計
画
の
立
案
、
そ
の
他
の
教
務
に
関
す
る
事
項

の
連
絡
調
整
及
び
指
導
、
助
言
に
当
た
る
職
務
 

学
年
主
任
 

教
諭
 

当
該
学
年
の
教
育
活
動
に
関
す
る
事
項
の
連
絡
調
整

及
び
指
導
、
助
言
に
当
た
る
職
務
 

保
健
主
事
 

教
諭
 

養
護
教
諭
 

学
校
に
お
け
る
保
健
に
関
す
る
事
項
の
管
理
に
当
た

る
職
務
 

事
務
主
任
 

事
務
職
員
 

事
務
を
つ
か
さ
ど
る
職
務
 

 

左
欄
 

中
欄
 

右
欄
 

生
徒
指
導
主
事
 

教
諭
 

生
徒
指
導
に
関
す
る
事
項
を
つ
か
さ
ど
り
、
当
該
事

項
の
連
絡
調
整
並
び
に
指
導
及
び
助
言
に
当
た
る
職

務
 

進
路
指
導
主
事
 

同
上
 

生
徒
の
職
業
選
択
の
指
導
そ
の
他
の
進
路
の
指
導
に

関
す
る
事
項
を
つ
か
さ
ど
り
、
当
該
事
項
の
連
絡
調

整
並
び
に
指
導
及
び
助
言
に
当
た
る
職
務
 

 

左
欄
 

中
欄
 

右
欄
 

生
徒
指
導
主
事
 

教
諭
 

生
徒
指
導
に
関
す
る
事
項
を
つ
か
さ
ど
り
、
当
該
事

項
の
連
絡
調
整
及
び
指
導
、
助
言
に
当
た
る
職
務
 

進
路
指
導
主
事
 

教
諭
 

生
徒
の
職
業
選
択
の
指
導
、
そ
の
他
の
進
路
の
指
導

に
関
す
る
事
項
を
つ
か
さ
ど
り
、
当
該
事
項
の
連
絡

調
整
及
び
指
導
、
助
言
に
当
た
る
職
務
 

 

別
表
第
２
（
第
15
条
関
係
）
 

別
表
第
２
（
第
15
条
関
係
）
 

左
欄
 

中
欄
 

右
欄
 

講
師
 

教
員

又
は

資
格

の

あ
る
職
員
 

教
育
を
行
う
職
務
 

（
略
）
 

左
欄
 

中
欄
 

右
欄
 

講
師
 

教
員

又
は

資
格

の

あ
る
職
員
 

教
育
を
行
う
職
員
 

（
略
）
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改
正
後
 

改
正
前
 

学
校
庁
務
員
 

教
員

、
事

務
職

員

又
は

学
校

栄
養

職

員
以
外
の
職
員
 

一
般
業
務
及
び
校
舎
内
外
の
管
理
 

（
略
）
 

 

学
校
用
務
員
 

教
員

・
事

務
職

員

又
は

学
校

栄
養

職

員
以
外
の
職
員
 

一
般
業
務
及
び
校
舎
内
外
の
管
理
 

（
略
）
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議案第２号から第４号は、安曇野市情報公開条例 （平成18年安曇野市条例第５号）
第５条第１項第５号に規定する自治体の実施機関等の内部における審議、検討又は
協議に関する情報で、公にすることにより、率直な意見の交換又は意思決定の中立性
が損なわれるおそれのある案件に該当するため非公開とします。



議案第５号 教育部 各課 

令和８年１月 23 日提出  

  

タイトル 共催・後援依頼について 

決定を要する事項の内容 教育委員会の共催・後援依頼についての協議 

要旨 

 

課名 共催 後援 

学校教育課   

生涯学習課  １件 

文化課 １件 ３件 

子ども家庭支援課  １件 

               （詳細 別紙） 

○安曇野市教育委員会の共催及び後援等に関する取扱基準（平成21年教育委員会告示第９号） 

（定義） 

第２条 この基準における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。 

(１) 行事 講演会、演奏会、展覧会等の集会、体育大会等の催し物をいう。 

(２) 共催 行事の企画又は運営に参加し、共同主催者としての責任の一部を負担することをいう。 

(３) 後援 行事の趣旨に賛同し、名義の使用を承認することをいい、責任の負担はしないことを 

いう。 

（審査基準） 

第３条 教育委員会は、次の各号に掲げるいずれかの団体が主催する行事は、共催又は後援するもの

とする。 

(１) 国又は地方公共団体 

(２) 学校又は学校の連合体 

２ 教育委員会は、前項の団体以外が主催する場合は、次に掲げる事項を満たすことが明らかに確認

できるものに限り、共催又は後援をするものとする。 

(１) 行事の内容が教育、学術、文化又は子どもの健全育成に寄与するものであること。 

(２) 公益性のあるもので営利を目的としないものであること。 

(３) 政治活動又は宗教活動と認められないものであること。 

(４) 参加者等の参集予定範囲が市内全域又はそれ以上であること。 

(５) 入場料、参加料、出品料等の経費を主催者が徴収するものについては、その経費の算出等に 

ついて配慮がなされており、営利事業的なものでないこと。 

(６) 団体内の親睦等が主たる目的ではないこと。 

（教育長の専決範囲） 

第４条 教育長は、次に掲げる行事については、専決により後援の承認を行うことができる。 

(１) 前条第１項に規定する行事 

(２) 過去に教育委員会が承認した行事（主催者及び行事の趣旨が同一であって、講演、演奏、展

示等の内容が異なるものを含む。） 

２ 前項第２号の規定にかかわらず、過去に承認を受けた行事と主催者及び趣旨が同一であっても、

承認を受けようとする行事に係る講演、演奏、展示等の内容が前条第２項各号に掲げる要件を満た

しているか判断し難い場合は、専決できないものとする。 
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申請書等は、安曇野市情報公開条例第５条第１項第２号に規定する個人情報等に
該当するため、非公開とします。



【
生

涯
学

習
課

】
 

 
                

種
別

(後
援

)

申
請

者
申

請
理

由
申

請
日

開
催

日
会

場
開

催
目

的
（
趣

旨
）

開
催

内
容

R
6

R
5

R
4

所
管

課
意

見

吹
奏

楽
団

「
幻

」
代

表
　

鳥
羽

　
建

治

音
楽

の
楽

し
さ

を
感

じ
て

も
ら

う
こ

と
で

、
生

涯
学

習
の

推
進

に
つ

な
が

る
為

。
1
2

月
1
9

日
令

和
８

年
３

月
１
５

日
(日

)
安

曇
野

市
豊

科
公

民
館

ホ
ー

ル

練
習

の
成

果
の

披
露

。
吹

奏
楽

演
奏

を
直

に
見

て
聞

い
て

、
音

楽
の

楽
し

さ
を

感
じ

て
も

ら
う

。

定
期

演
奏

会
入

場
無

料
-

-
-

基
準

第
3

号
第

２
項

に
よ

り
可

■
第

2
1
回

定
期

演
奏

会
主

催
：
吹

奏
楽

団
「
幻

」
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【
文

化
課

】
 

 
 

 
 

種
別

(後
援

)

申
請

者
申

請
理

由
申

請
日

開
催

日
会

場
開

催
目

的
（
趣

旨
）

開
催

内
容

R
6

R
5

R
4

所
管

課
意

見

信
濃

楽
友

会
代

表
　

赤
羽

　
健

次
芸

術
文

化
の

振
興

に
資

す
る

た
め

。
1
月

5
日

令
和

8
年

7
月

5
日

(日
)

キ
ッ

セ
イ

文
化

ホ
ー

ル
　

大
ホ

ー
ル

（
長

野
県

松
本

文
化

会
館

）

ク
ラ

シ
ッ

ク
音

楽
の

演
奏

会
に

よ
り

、
長

野
県

の
芸

術
文

化
の

振
興

を
目

指
し

ま
す

。

ヘ
ン

デ
ル

「
メ

サ
イ

ア
」
を

、
プ

ロ
の

指
揮

者
と

ソ
リ

ス
ト

、
ア

マ
チ

ュ
ア

の
オ

ー
ケ

ス
ト

ラ
と

合
唱

団
が

共
に

ス
テ

ー
ジ

に
立

ち
演

奏
し

ま
す

。

-
-

-
基

準
第

３
条

第
２

項
に

よ
り

可

■
2

0
2

6
 信

濃
楽

友
会

「
メ

サ
イ

ア
」
演

奏
会

主
催

：
信

濃
楽

友
会

種
別

(共
催

)

申
請

者
申

請
理

由
申

請
日

開
催

日
会

場
開

催
目

的
（
趣

旨
）

開
催

内
容

R
6

R
5

R
4

所
管

課
意

見

平
和

憲
法

を
活

か
す

安
曇

野
の

会
代

表
　

　
松

澤
　

好
哲

広
く

市
民

に
平

和
の

尊
さ

に
つ

い
て

考
え

る
機

会
と

し
、
演

劇
の

上
演

に
よ

り
市

の
文

化
振

興
に

資
す

る
た

め
。

1
月

6
日

令
和

８
年

５
月

９
日

（
土

）
穂

高
交

流
学

習
セ

ン
タ

ー
み

ら
い

　
多

目
的

交
流

ホ
ー

ル

２
０

２
５

年
に

戦
後

８
０

年
を

記
念

し
て

実
施

し
た

平
和

事
業

を
継

続
し

、
市

民
の

平
和

へ
の

意
識

を
深

め
る

た
め

、
憲

法
記

念
日

に
ち

な
み

、
核

の
脅

威
を

再
認

識
す

る
機

会
と

す
る

。
併

せ
て

、
高

校
生

の
演

劇
活

動
支

援
を

目
的

と
す

る
。

長
野

県
松

本
県

ケ
丘

高
等

学
校

演
劇

部
「
お

前
に

自
転

車
の

乗
り

方
を

～
チ

ェ
ル

ノ
ブ

イ
リ

１
９

８
６

」
の

上
演

-
-

-
基

準
第

３
条

第
２

項
に

よ
り

可

■
2

0
2

6
年

憲
法

記
念

日
　

演
劇

の
つ

ど
い

（
仮

）
主

催
：
平

和
憲

法
を

活
か

す
安

曇
野

の
会
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種
別

(後
援

)

申
請

者
申

請
理

由
申

請
日

開
催

日
会

場
開

催
目

的
（
趣

旨
）

開
催

内
容

R
6

R
5

R
4

所
管

課
意

見

長
野

朝
日

放
送

株
式

会
社

代
表

取
締

役
社

長
岩

田
　

淳

後
援

を
い

た
だ

く
こ

と
で

イ
ベ

ン
ト

の
信

頼
性

が
高

ま
り

、
よ

り
多

く
の

地
域

住
民

（
特

に
子

ど
も

た
ち

や
そ

の
家

族
）
に

安
心

し
て

来
場

い
た

だ
け

る
と

考
え

る
。
地

域
の

文
化

振
興

に
資

す
る

た
め

。

1
月

9
日

令
和

８
年

4
月

1
8

日
（
土

）
～

５
月

１
７

日
（
日

）
井

上
ア

イ
シ

テ
ィ

２
１

絵
本

作
家

　
柴

田
ケ

イ
コ

氏
の

人
気

絵
本

シ
リ

ー
ズ

「
パ

ン
ど

ろ
ぼ

う
」
の

世
界

観
を

通
じ

て
、
子

ど
も

か
ら

大
人

ま
で

幅
広

い
世

代
が

親
し

み
や

す
く

、
読

書
や

芸
術

へ
の

関
心

を
高

め
る

。
ま

た
、
家

族
で

楽
し

め
る

イ
ベ

ン
ト

と
し

て
、
地

域
の

賑
わ

い
創

出
お

よ
び

文
化

振
興

に
寄

与
す

る
こ

と
を

目
的

と
す

る
。

絵
本

シ
リ

ー
ズ

「
パ

ン
ど

ろ
ぼ

う
」
の

原
画

作
品

・
ラ

フ
ス

ケ
ッ

チ
展

示
お

よ
び

フ
ォ

ト
ス

ポ
ッ

ト
等

-
-

-
基

準
第

3
条

第
2

項
に

よ
り

可

■
展

覧
会

「
パ

ン
ど

ろ
ぼ

う
展

」
主

催
：
長

野
朝

日
放

送
・
井

上
ア

イ
シ

テ
ィ

２
１

種
別

(後
援

)

申
請

者
申

請
理

由
申

請
日

開
催

日
会

場
開

催
目

的
（
趣

旨
）

開
催

内
容

R
6

R
5

R
4

所
管

課
意

見

「
松

本
発

、
こ

だ
わ

り
の

バ
イ

オ
リ

ン
」
実

行
委

員
会

長
大

内
　

二
三

夫

松
本

を
中

心
に

大
糸

線
沿

線
の

主
要

都
市

と
連

携
し

て
町

お
こ

し
と

文
化

交
流

の
た

め
。

1
月

9
日

令
和

８
年

6
月

2
8

日
（
日

）
松

本
市

音
楽

文
化

ホ
ー

ル

事
業

は
松

本
市

中
山

に
住

む
バ

イ
オ

リ
ン

職
人

井
筒

信
一

氏
の

９
０

歳
の

誕
生

日
を

祝
い

７
０

年
に

わ
た

る
バ

イ
オ

リ
ン

職
人

と
し

て
の

偉
業

を
讃

え
る

音
楽

イ
ベ

ン
ト

で
す

。
楽

都
と

し
て

音
楽

を
学

び
奏

で
る

、
の

み
な

ら
ず

楽
器

を
作

る
と

い
う

風
土

も
あ

る
こ

と
を

認
識

し
、
そ

れ
を

支
え

る
人

が
集

ま
っ

て
く

る
こ

と
で

、
松

本
や

安
曇

野
の

町
お

こ
し

の
一

つ
に

な
る

と
共

に
、
幅

の
広

い
音

楽
の

町
に

な
る

こ
と

を
目

指
し

ま
す

。

バ
イ

オ
リ

ン
職

人
・
井

筒
信

一
の

歩
み

を
讃

え
て

、
記

念
コ

ン
サ

ー
ト

を
開

催
す

る
。

-
-

-
基

準
第

3
条

第
2

項
に

よ
り

可

■
「
松

本
発

、
こ

だ
わ

り
の

バ
イ

オ
リ

ン
」
井

筒
信

一
生

誕
9

0
年

と
7

0
年

の
職

人
と

し
て

の
偉

業
を

讃
え

て
主

催
：
「
松

本
発

、
こ

だ
わ

り
の

バ
イ

オ
リ

ン
」
実

行
委

員
会
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【
子

ど
も

家
庭

支
援

課
】

 

 
  

種
別

(後
援

)

申
請

者
申

請
理

由
申

請
日

開
催

日
会

場
開

催
目

的
（
趣

旨
）

開
催

内
容

R
6

R
5

R
4

所
管

課
意

見

信
越

放
送

株
式

会
社

渡
辺

　
雅

義

子
ど

も
た

ち
が

共
生

の
心

を
育

む
場

を
提

供
す

る
こ

と
で

地
域

の
次

世
代

育
成

に
貢

献
い

た
し

ま
す

。

1
2

月
2

3
日

令
和

8
年

3
月

1
4

日
(土

)～
4

月
5

日
(日

)
井

上
ア

イ
シ

テ
ィ

2
1
　

3
階

山
形

ウ
ェ

ル
ア

ッ
プ

ホ
ー

ル
百

貨
店

と
い

う
身

近
な

空
間

で
子

ど
も

た
ち

が
命

の
温

も
り

に
触

れ
共

生
の

心
を

育
む

。

ウ
サ

ギ
や

チ
ン

チ
ラ

な
ど

の
小

動
物

か
ら

フ
ク

ロ
ウ

、
爬

虫
類

、
ミ

ニ
チ

ュ
ア

ホ
ー

ス
ま

で
幅

広
い

生
き

物
1
5

種
類

を
展

示
し

つ
つ

エ
サ

や
り

や
ふ

れ
あ

い
体

験
の

提
供

。

-
-

-
基

準
第

３
条

第
２

項
に

よ
り

可

■
ふ

れ
あ

い
ど

う
ぶ

つ
園

in
ア

イ
シ

テ
ィ

２
１

主
催

：
信

越
放

送
株

式
会

社
、
株

式
会

社
井

上
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【教育委員会定例会提出資料】 

報告第 1 号 教育部 学校教育課 

令和８年１月 23 日提出 (課長) 上條貴芳  (担当) 高橋満 

  

タイトル 私立高等学校に対する公費助成に係る陳情について 

要旨 

中信地区私学助成推進協議会から、市議会に対して私立高校に対する

公費助成に係る陳情書が提出された。これが採択され教育長宛に送付

されたため、報告するもの。 

説明 

 

１ 陳情者 

 中信地区私学助成推進協議会 

 

２ 陳情書の要旨 

（１） 私立高等学校への経常費補助金（一校一律及び生徒数割）、教育条

件改善のための教育施設・機器補助の継続及び増額を行っていただき

たい。 

(２) 私立高等学校の募集・広報活動に対する支援・協力を行っていただ

きたい。  

 

 

（以 上） 
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【教育委員会定例会提出資料】 

報告第２号 教育部 学校教育課 

令和８年 1 月 23 日提出 （課長）上條貴芳 （担当）山口隆志 

  

タイトル 全国学力・学習状況調査に関する要請について 

要旨 

長野県教職員組合から、全国学力・学習状況調査に関する要請書が提出さ

れたもの。 

説明 

要請の内容は以下の通りである。 

１ ２０２６年度調査について 

 地域・学校の序列化、過度な競争につながらないよう十分に配慮するこ

と。とりわけ、調査結果の公表については、学校別の数値による公表を行わ

ないこと。 

 

２ 事前対策について 

  文科省通知（２２年）の趣旨を生かし、調査の点数向上を目的とした宿題

や補習の強化、教育課程を変更しての事前練習等が行われないように指

導すること 

 

３ 自治体独自の学力調査について 

  子ども・学校現場への負担の観点から、あり方の見直しや方法・内容等の

精選を行うこと。 

 

４ 今後の調査のあり方、活用について 

（１）過度な学校間競争をこれ以上助長させないようにするため、悉皆によ

る調査の廃止・抜本的見直しを国に求めること。 

（２）教育環境の整備や教職員増などの教育条件整備につながる調査とな

るよう、国に働きかけること。 

（３）CBT 化により学校外でも実施可能とすることは、新たな対応も必要と

なることから、その実施については慎重に行うように国に求めること。 

 

※CBT 化（Computer Based Testing） 

コンピュータを使って実施される試験。今年度、中学校の理科は CBT

で実施された。来年度は中学校の英語で実施される。令和9年度には

小中学校全教科で CBT 化される予定になっている。 

 

（以 上） 
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報告第３号 教育部 各課 

令和８年１月 23 日提出  

  

タイトル 後援依頼の教育長専決の報告について 

報告を要する事項の内容 教育長専決に伴う報告 

要旨 

課名 後援 

学校教育課 １件 

生涯学習課 １件 

文化課 ３件 

子ども家庭支援課 ２件 
 

○安曇野市教育委員会の共催及び後援等に関する取扱基準（平成21年教育委員会告示第９号） 

（定義） 

第２条 この基準における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。 

(１) 行事 講演会、演奏会、展覧会等の集会、体育大会等の催し物をいう。 

(２) 共催 行事の企画又は運営に参加し、共同主催者としての責任の一部を負担することをいう。 

(３) 後援 行事の趣旨に賛同し、名義の使用を承認することをいい、責任の負担はしないことを 

いう。 

（審査基準） 

第３条 教育委員会は、次の各号に掲げるいずれかの団体が主催する行事は、共催又は後援するもの

とする。 

(１) 国又は地方公共団体 

(２) 学校又は学校の連合体 

２ 教育委員会は、前項の団体以外が主催する場合は、次に掲げる事項を満たすことが明らかに確認

できるものに限り、共催又は後援をするものとする。 

(１) 行事の内容が教育、学術、文化又は子どもの健全育成に寄与するものであること。 

(２) 公益性のあるもので営利を目的としないものであること。 

(３) 政治活動又は宗教活動と認められないものであること。 

(４) 参加者等の参集予定範囲が市内全域又はそれ以上であること。 

(５) 入場料、参加料、出品料等の経費を主催者が徴収するものについては、その経費の算出等に 

ついて配慮がなされており、営利事業的なものでないこと。 

(６) 団体内の親睦等が主たる目的ではないこと。 

（教育長の専決範囲） 

第４条 教育長は、次に掲げる行事については、専決により後援の承認を行うことができる。 

(１) 前条第１項に規定する行事 

(２) 過去に教育委員会が承認した行事（主催者及び行事の趣旨が同一であって、講演、演奏、展

示等の内容が異なるものを含む。） 

２ 前項第２号の規定にかかわらず、過去に承認を受けた行事と主催者及び趣旨が同一であっても、

承認を受けようとする行事に係る講演、演奏、展示等の内容が前条第２項各号に掲げる要件を満た

しているか判断し難い場合は、専決できないものとする。 
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■専決案件（総括表） 

No 行事名 主催者 開催日程 
専決

理由 

所
管 

1 

第 41 回長野県中学

校バレーボール選抜

優勝大会 

一般財団法人 長野県バレーボ

ール協会 

令和８年１月 17 日

（土）、18 日（日） 

過去 

承認 
学 

2 
「全日本健康麻将選手

権」長野大会 
健康麻将サークル「縁ジョイ」 令和８年３月 22 日（日） 

過去 

承認 
生 

3 
安曇野屋敷林フォーラ

ム 2026 

屋敷林と歴史的まちなみプロジ

ェクト 

令和 8 年 2 月 21 日

（土） 

過去 

承認 
文 

4 

第 29 回松響ストリン

グス スプリングコン

サート 

松響ストリングス 
令和 8 年 4 月 5 日

（日） 

過去 

承認 
文 

5 
市民天体観望会「皆既

月食」 

フォーマルハウト（大町エネルギ

ー博物館友の会） 

令和 8 年 3 月 3 日

（火） 

過去 

承認 
文 

6 

こども遊び・ママパパ

笑う遊 Viva 安曇野

‼Vol.2 

ワチャワチャ 
令和 8 年 2 月 15 日

(日) 

過去 

承認

(R7)  

子 

7 

それいけ！アンパンマ

ン ミュージカル「まも

れ！黄金の炎」 

株式会社 テレビ信州  
令和 8 年 5 月 23 日

（日） 

過去 

承認 
子 
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【
学

校
教

育
課

】
 

【
生

涯
学

習
課

】
 

【
文

化
課

】
 

 

種
別

(後
援

)

申
請

者
申

請
理

由
申

請
日

開
催

日
会

場
開

催
目

的
（趣

旨
）

開
催

内
容

R
6

R
5

R
4

所
管

課
意

見

長
野

県
バ

レ
ー

ボ
ー

ル
協

会
舟

木
　
正

也

中
学

生
が

さ
ら

に
高

い
目

標
に

向
か

っ
て

取
り

組
み

な
が

ら
、
さ

ら
な

る
人

間
性

の
向

上
を

目
指

せ
る

こ
と

を
願

っ
て

開
催

し
ま

す
。
本

大
会

の
教

育
理

念
と

大
会

開
催

計
画

を
安

曇
野

市
並

び
に

安
曇

野
市

教
育

委
員

会
に

お
支

え
い

た
だ

き
た

い
た

め
。

1
2

/
1
1

令
和

８
年

１
月

1
7

日
（
土

）
、
1
8

日
（
日

）
安

曇
野

市
、
松

本
市

の
会

場

中
体

連
の

新
人

大
会

は
地

区
大

会
ま

で
と

な
っ

て
い

ま
す

。
そ

の
上

位
大

会
（
県

大
会

）
と

位
置

付
け

、
県

バ
レ

ー
ボ

ー
ル

協
会

が
主

催
す

る
大

会
。

中
学

生
の

バ
レ

ー
ボ

ー
ル

大
会

○
○

-

基
準

第
3

条
第

2
項

及
び

第
4

条
第

1
項

第
2

号
に

よ
り

可

■
第

4
1
回

長
野

県
中

学
校

バ
レ

ー
ボ

ー
ル

選
抜

優
勝

大
会

主
催

：
一

般
財

団
法

人
　

長
野

県
バ

レ
ー

ボ
ー

ル
協

会

専
決

日
:令

和
8

年
1
2

月
1
5

日
結

果
(○

)
専

決
の

理
由

(過
去

承
認

)

種
別

(後
援

)

申
請

者
申

請
理

由
申

請
日

開
催

日
会

場
開

催
目

的
（趣

旨
）

開
催

内
容

R
6

R
5

R
4

所
管

課
意

見

健
康

麻
将

サ
ー

ク
ル

「
縁

ジ
ョ

イ
」
代

表
岡

田
　
和

彦

「
健

康
マ

ー
ジ

ャ
ン

」
を

生
涯

学
習

と
し

て
捉

え
、
市

民
が

い
き

い
き

と
暮

ら
せ

る
地

域
社

会
の

実
現

を
目

指
し

男
女

・
年

齢
を

問
わ

ず
、
多

世
代

に
わ

た
る

地
域

交
流

及
び

社
会

教
育

の
活

性
化

を
促

進
さ

せ
る

た
め

。

1
2

/
1
2

令
和

８
年

３
月

2
2

日
（
日

）
松

南
地

区
公

民
館

な
ん

な
ん

ひ
ろ

ば
健

全
な

頭
脳

ス
ポ

ー
ツ

と
し

て
の

「
健

康
マ

ー
ジ

ャ
ン

」
の

普
及

。

全
国

大
会

の
予

選
会

。
上

位
８

名
が

決
勝

大
会

へ
進

出
参

加
費

：
3

,0
0

0
円

〇
〇

〇

基
準

第
3

条
第

2
項

及
び

第
4

条
第

1
項

第
2

号
に

よ
り

可

■
「
全

日
本

健
康

麻
将

選
手

権
」
長

野
大

会
主

催
：
健

康
麻

将
サ

ー
ク

ル
「
縁

ジ
ョ

イ
」

専
決

日
:令

和
7

年
2

月
1
5

日
結

果
(〇

)
専

決
の

理
由

(過
去

承
認

)

種
別

(後
援

)

申
請

者
申

請
理

由
申

請
日

開
催

日
会

場
開

催
目

的
（趣

旨
）

開
催

内
容

R
6

R
5

R
4

所
管

課
意

見

屋
敷

林
と

歴
史

的
ま

ち
な

み
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト 代
表

　
場

々
　
洋

介

後
援

を
受

け
る

こ
と

で
大

勢
の

市
民

に
周

知
し

参
加

し
て

い
た

だ
く

こ
と

が
で

き
る

。
こ

の
こ

と
に

よ
り

屋
敷

林
と

景
観

を
啓

発
し

安
曇

野
の

文
化

の
振

興
や

保
護

に
寄

与
す

る
た

め
。

1
2

/
2

4
令

和
8

年
2

月
2

1
日

（
土

）
穂

高
交

流
学

習
セ

ン
タ

ー
　
み

ら
い

屋
敷

林
の

保
全

と
景

観
育

成
に

関
す

る
活

動
を

行
い

、
観

光
地

ブ
ラ

ン
ド

を
含

め
た

安
曇

野
ブ

ラ
ン

ド
全

体
の

向
上

を
図

る
。

屋
敷

林
と

景
観

に
関

す
る

フ
ォ

ー
ラ

ム
。

〇
〇

〇

基
準

第
3

条
第

2
項

及
び

第
4

条
第

1
項

第
2

号
に

よ
り

可

■
安

曇
野

屋
敷

林
フ

ォ
ー

ラ
ム

2
0

2
6

主
催

：
屋

敷
林

と
歴

史
的

ま
ち

な
み

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

専
決

日
:令

和
8

年
1
月

6
日

結
果

(〇
)

専
決

の
理

由
(過

去
承

認
)

-73-



 

【
子

ど
も

家
庭

支
援

課
】

 

 

種
別

(後
援

)

申
請

者
申

請
理

由
申

請
日

開
催

日
会

場
開

催
目

的
（趣

旨
）

開
催

内
容

R
6

R
5

R
4

所
管

課
意

見

松
響

ス
ト

リ
ン

グ
ス

代
表

　
寺

島
　
洋

行

安
曇

野
市

を
は

じ
め

近
隣

市
町

村
に

在
住

の
市

民
に

向
け

て
、
ク

ラ
シ

ッ
ク

の
小

規
模

な
コ

ン
サ

ー
ト

を
提

供
す

る
機

会
と

す
る

こ
と

に
よ

り
、
地

域
の

音
楽

文
化

向
上

に
寄

与
す

る
た

め
。

1
2

/
2

2
令

和
8

年
4

月
5

日
（
日

）
松

本
市

音
楽

文
化

ホ
ー

ル
　
メ

イ
ン

ホ
ー

ル

安
曇

野
市

を
は

じ
め

近
隣

市
町

村
に

在
住

の
市

民
に

向
け

て
、
ク

ラ
シ

ッ
ク

の
小

規
模

な
コ

ン
サ

ー
ト

を
提

供
す

る
機

会
と

す
る

こ
と

に
よ

り
、
地

域
の

音
楽

文
化

向
上

に
寄

与
す

る
た

め
。

松
本

交
響

楽
団

弦
楽

奏
者

主
催

の
ク

ラ
シ

ッ
ク

コ
ン

サ
ー

ト
〇

〇
〇

基
準

第
3

条
第

2
項

及
び

第
4

条
第

1
項

第
2

号
に

よ
り

可

■
第

2
9

回
松

響
ス

ト
リ

ン
グ

ス
　

ス
プ

リ
ン

グ
コ

ン
サ

ー
ト

主
催

：
松

響
ス

ト
リ

ン
グ

ス

専
決

日
:令

和
8

年
1
月

6
日

結
果

(〇
)

専
決

の
理

由
(過

去
承

認
)

種
別

(後
援

)

申
請

者
申

請
理

由
申

請
日

開
催

日
会

場
開

催
目

的
（趣

旨
）

開
催

内
容

R
6

R
5

R
4

所
管

課
意

見

フ
ォ

ー
マ

ル
ハ

ウ
ト

代
表

　
梅

田
　
敏

男

市
内

の
会

場
で

行
う

事
業

で
あ

り
、
天

体
に

つ
い

て
学

ぶ
こ

と
で

文
化

の
振

興
に

寄
与

す
る

た
め

、
市

民
の

皆
さ

ま
に

周
知

し
た

い
。

1
/
5

令
和

8
年

3
月

3
日

（
火

）
安

曇
野

市
美

術
館

前
天

体
望

遠
鏡

を
用

い
て

、
月

（
皆

既
月

食
）
、
木

星
な

ど
を

見
て

い
た

だ
き

ま
す

。
ま

た
、
冬

の
星

座
を

ご
案

内
し

ま
す

。
天

体
観

望
会

　
天

体
教

室
〇

〇
〇

基
準

第
3

条
第

2
項

及
び

第
4

条
第

1
項

第
2

号
に

よ
り

可

■
市

民
天

体
観

望
会

「
皆

既
月

食
」

主
催

：
フ

ォ
ー

マ
ル

ハ
ウ

ト
（
大

町
エ

ネ
ル

ギ
ー

博
物

館
友

の
会

）

専
決

日
:令

和
8

年
1
月

6
日

結
果
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報告第４号 

令和７年度 事業進捗状況報告（懸案事項等） 
１ 学校教育課 

教育指導室・学校教育担当 

事業（懸案事項） 現    況 今後の取り組み 

学校保健事業関係 

１ 教職員健康推進事業 

・1/18（日）カウンセリングルーム（市役所本庁

舎） 

・教職員健康診断 総ざらい実施中（2/6（金）

まで） 

１ 教職員健康推進事業 

・3/15（日）カウンセリング 

ルーム（市役所本庁舎） 

就学時健診業務 

１ 来年度実施日程調整依頼 

・学校医・学校歯科医、市内小学校へ日程調整を 

依頼 

１ 来年度実施日程決定・通知 

就学援助事務 

１ 就学援助費 

・1/28（水）修学旅行費支給（11月実施校）  

・後期支給に係る実費額、滞納等調査（学校、給

食センター） 

 

２ 特別支援教育就学奨励費 

・1/28（水）修学旅行費支給（11月実施校）  

・後期支給に係る実費額、滞納等調査（学校、給

食センター） 

 

３ 新入学児童生徒学用品費（事前支給）申請受付 

・1/5（月）～1/30（金） 

１ 就学援助費 

・後期分 支給額更正、通知 

・事前支給に係る認定審査 

 

 

２ 特別支援教育就学奨励費 

・後期分 支給額更正、通知 

GIGA スクール 

１ １人１台端末更新関係 

・共同調達への参加 

 

 

２ ICT 教育推進委員会 

・児童生徒の教育活動への生成 AI導入に向けた、 

一部学校への試験的導入（豊科北中、堀金中、

三郷中） 

１ １人１台端末更新関係 

・共同調達プロポーザル（実

施は県自治振興組合） 

 

２ ICT 教育推進委員会 

・1/30（金）生成 AI を活用

した学習活動の公開授業（豊

科北中）、信州大学森下准教

授による指導 

コミュニティスク

ール事業 

１ 地域教育関係者連絡会 

 ・1/28（水） 堀金地域 

左記以外 

 地域学校協働本部連絡会 

・2/13（金）堀金地域 

・2/24（火）明科地域 

・2/25（水）三郷地域 

学校安全支援事業 

１ 学校安全総合支援事業 

・実践報告書及び市町村教育委員会報告書を、県

に提出 

左記以外 

 第２回通学路交通安全部会 

・2/5（木）令和７年度通学

路合同点検の結果報告 

部活動の地域展開

（地域移行） 

１ 各種会議の主催、参加等 

・12/20（土） 中学校部活動の地域展開フォー

ラム（長野市） 

・1/20(火) 県・市町村総括コーディネーター会議 

・1/20(火) 地方公共団体事業担当者向け事業説

明会 

 

-77-



事業（懸案事項） 現    況 今後の取り組み 

不登校支援事業 

１ 教育施設連携促進コーディネーター 

・民間施設等訪問件数 ５件 

・学校との情報共有 ５校 

 

２ 教育支援センター活動状況 

  ・施設外学習 

   12/25（木）松本大学（教育学部生）との 

交流会 

   ９名参加 

・出張教室（穂高会館） 木曜日開催 

1/15、22（木）実施 

左記以外の予定 

・民間施設運営者等との情報

交換会 1/26（月） 

 

２ 教育支援センター活動予

定 

・市内散策 

 １月下旬～２月上旬 

キャリア教育 

 １ 中学生キャリアフェステ

ィバル 

 ・キャリアフェスティバル冊

子（ジョブハン）の作成 

 →完成次第、事業所まとめの

会計画 

 ・活動報告書の完成 

 

 

２ 学校給食課 

学校給食担当 

事業（懸案事項） 現    況 今後の取り組み 

給食センター総務

費 

１ 栄養士の学校訪問（食育の推進） 

２ 有機食材等提供者との交流給食 

１月 15 日（木） 堀金小学校 

１ 通年実施 

学校給食費徴収事

業 

１ 口座振替日（定期） 

第９期分：２月２日（月） 

１ 滞納整理（１月下旬） 

各給食センター管

理運営事業 

１ 施設・設備のメンテナンス等 

・施設及び厨房設備等のメンテナンスの実施 

・施設及び職員の衛生管理 

・給食配送車両の整備 

２ 営業日程 

３学期給食提供開始日 

    1/7（水） 北部，南部 

  1/8（木） 堀金，中部 

１ 通年実施 
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３ 生涯学習課  

社会教育係 

事業（懸案事項） 現    況 今後の取り組み 

社会教育事業 
第３回社会教育委員の会議 

・2/27（金）午後１時 30 分～ 市役所会議室 301 

 

二十歳の集い実

施事業 

令和８年安曇野市二十歳の集い 

・1/11（日）午後２時～ ANC アリーナ 参加：683 名 

二十歳の集い記念冊子を

作成し、参加者等に送付 

中央公民館事業 

１ 地区公民館建設補助金の拡充 

・LED 化、エアコン設置を新たに補助対象とする「安曇

野市地区公民館建設補助金交付要綱」(案)の検討。 

２ 生涯学習リーダーバンク制度の改定 

・これまで個人に限っていた生涯学習リーダーバンク

に、団体・サークルも合わせて登録できるようにする

ため、「安曇野市生涯学習リーダーバンク設置要綱」

全面改定の検討 

左記１、２とも、令和７年

度中の要綱改定、８年度施

行を目指す。 

豊科生涯学習係 

事業（懸案事項） 現    況 今後の取り組み 

豊科公民館事業 

１ 豊科地域公民館ボッチャ大会 

・2/11（水・祝）午前９時～ 豊科勤労者総合スポーツ

施設体育館・豊科北中学校体育館 

２ やさしく楽しいリコーダー講座（第９回） 

・2/12（木）午前10時～ 豊科公民館大会議室 

３ 青春ドラマシアター2026 

 ・2/15（日）午前９時～ 豊科公民館ホール 

４ 第63回童謡祭り 

 ・2/23（月・祝）午前９時30分～  豊科公民館ホール 

 

穂高生涯学習係 

事業（懸案事項） 現    況 今後の取り組み 

穂高公民館事業 

１ 小学生スキー教室 小学校高学年初心者対象 

・1/24(土) 午前６時～  エイブル白馬五竜いいもりゲレ

ンデ 

２ コオディネーショントレーニング② 

・1/29（木）午前９時 30 分～ 穂高公民館講堂 

３ コオディネーショントレーニング③ 

・2/12（木）午前９時 30 分～ 穂高公民館講堂 

４ 早春レトロ音楽コンサート 

・2/14(土) 午後１時 30分～ 穂高公民館講堂 

５ 初めての「和太鼓教室」① （全４回） 

・2/21（土）午前 10 時～ 穂高公民館講堂 

６ 季節の寄せ植え教室④ (最終) 

・2/24(火) 午後１時 30分～  アルプガーデン 

７ 初めての「和太鼓教室」② 

・2/28（土）午前 10 時～  穂高公民館講堂 
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三郷生涯学習係 

事業（懸案事項） 現    況 今後の取り組み 

三郷公民館事業 

１ 令和７年度三郷地域人権尊重作品展 

 ・1/14（水）～1/30（金） 三郷交流学習センター展示

ギャラリー 

２ 第２回三郷地域人権教育推進協議会 

 ・1/23（金）午後７時～ 三郷公民館講義室 

３ けん玉チャレンジ⑦（閉講式） 

 ・1/25（日）午後２時～ 三郷公民館講堂 

４ 三郷の宝教室② 

 ・1/27（火）午後１時 30 分～ 三郷公民館講堂 

５ みんな DE スポーツ 

 ・1/29（木）午後７時～ 三郷文化公園体育館 

６ ひまわりクラブ 節分会 

 ・1/30（金）午前 10時～ 三郷公民館会議室 201 

７ 三郷地域冬季スポーツ大会 

 ・2/15（日）午前９時～ 三郷文化公園体育会 

８ 第２回三郷地域子ども会育成会連絡協議会 

 ・2/17（火）午後７時～ 三郷公民館会議室 102 

９ 若返り体操教室 

 ・2/18（水）、2/25（水）、3/4（水）、3/11（水） 

午前 10 時～ 三郷公民館会議室 201 

10 第２回三郷地域 地区公民館館長・主事会議 

 ・2/21（土）午後９時 30 分～ 三郷公民館講堂 

11 第４回三郷地域学校協働本部連絡会 

 ・2/25（水）午前９時～ 三郷公民館講義室 

12 ひまわりクラブ 閉講式 

 ・2/27（金）午前 10時～ 三郷公民館会議室 201 

 

堀金生涯学習係 

事業（懸案事項） 現    況 今後の取り組み 

堀金公民館事業 

１ 堀金公民館サポート会議 

 ・1/26(月) 午後７時～ 堀金支所会議室  

２ 堀金冬期スポーツ大会 

 ・2/8(日) 午前８時 30 分～ 堀金総合体育館 

 ※2/3(火)～2/6(金)各競技の練習及び講習会実施予定 

３ “食楽”講座 食を楽しもう！（全５回） 

・⑤2/14（土） 午後５時～ 堀金公民館調理実習棟 

４ 子育てサークル講座 常念っ子(全 11 回) 

 ・⑩2/18(水) 午前９時 30 分～ 堀金公民館講堂 

５ 地区公民館役員会議（全４回） 

・④2/20（金） 午後７時～ 堀金公民館講堂 

６ 健康増進講座「血管を元気に！輝く明日へ！」 

   ・2/27（金） 午前 10 時～ 堀金公民館会議室１ 
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明科生涯学習係 

事業（懸案事項） 現    況 今後の取り組み 

明科公民館事業 

１ 健康麻雀教室 

 ・1/20（火）午後１時～ 明科公民館講義室 

２ 新春コンサート 箏と尺八のしらべ 

 ・1/23（金）午後２時～ 明科公民館講堂 

３ 認知症サポーター養成講座 

 ・2/4（水）午前 10時～ 明科公民館講義室 

４ 安曇野の地形と地理 

・2/10（火）午後１時 30 分～ 明科公民館講堂 

５ あやめ杯ワンバウンドマッチ 

 ・2/15（日）午前８時～ 明科体育館、明南小体育館 

６ スマホ相談教室 基礎編第６回 

 ・2/17（火）午前 10時～ 明科公民館講堂 

７ 冬の歌声ひろば 

 ・2/20（金）午後１時 30 分～ 明科公民館講堂 

８ 明科地域学校協働本部連絡会(第２回全体会兼第６回

定例会) 

 ・2/24（火）午後３時 30 分～ 明科公民館講義室 

 

 

４ 文化課 

文化振興担当 

事業(懸案事項) 現    況 今後の取り組み 

芸術教育普及事業 

１ 東京藝大・長野県連携協定事業 

・安曇野 AIR2026 参加作家募集（東京藝大）R7.12/5

（金）～R8.2/6（金） 

 

 

２ 鐘の鳴る丘集会所 

・県文化振興事業団企画公演「かいころく」 

滞在制作 1/19(月)～2/1（日） 

公演：1/31（土）、2/1（日）安曇野市美術館 

 

３ 京都芸術大学連携 

・2026AKAP 冬展 1/9（金）～1/18（日）みらい 

 

４ 新進音楽家音楽会 ・あづみのジュニアクラシ

ックコンサート 

3/14（土） みらい 

５ ミュージアム活性化事業 ・学校ミュージアム 

穂高東中 1/22（木） 

豊科南中 1/23（金） 

６ 東京藝大交流事業 

 

・第２回楽器演奏指導 

2/7(土) 

コンサート 2/8（日) 

豊科公民館 

７ 熊井啓記念館 ・熊井啓ミニシアター「帝

銀事件死刑囚」 2/13

（金）10：00～きぼう 

文化団体補助事業 １ 『安曇野文化』刊行 第58号（冬号）2/28発行 

指定管理施設の事

業 

1 田淵行男記念館 

・田淵行男賞巡回展 1/19(月)～2/6（金）明科中 

・新田樹写真展「Sakhalin/サハリン」 

  12/9（火）～3/29（日） 
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事業(懸案事項) 現    況 今後の取り組み 

文化振興総務 

１ 作品燻蒸 ・安曇野市美術館 

２月実施予定 

２ 博物館協議会 ・第３回博物館協議会 

3/17（火） 

博物館担当 

事業(懸案事項) 現    況 今後の取り組み 

豊科郷土博物館教

育普及事業 

１ こたつ講座 

第２回 考古学者は土器をどう見ているか 1/10(土) 

第３回 見る・くらべる・感じる 北アルプスの針葉

樹 1/17(土) 

第４回 神と仏が手をつないだ1000年～安曇野の神仏

習合から～ 1/24(土) 

第５回 大正の発明・ゼンマイ式自動蠅捕器を実際に

活かし、語る  1/31(土) 

１ こたつ講座 

第６回 古厩本郷を歩い

て 

 ～豊科郷土博物館友の

会の活動から～ 

 2/7(土) 

 

貞享義民記念館教

育普及事業 

１ 安曇野から考える人権展（人権共生課） 

 12/9(火)～12/26(金) 参加者：29 人 

２ 企画展「中林梧竹と安曇野―筆が結ぶ明治のこころ

―」 1/17(土)～3/1(日) 

 

文書館施設運営管

理事業 

１ 重要文書等収集・整理（公開資料点数） 

・公文書 59,627 点、地域資料 73,577 点(12 月末現在) 

(12 月新規点数/公文書 271 点、地域資料 342 点) 

１ 古文書初級講座 

1/13(火)・1/19(月) 

文書館教育普及事

業 

１ 企画展「魅せます 大庄屋山口家」 

1/18(日)～3/31(火) 

 

市誌編さん事業 １ 市誌編さん専門調査会 民俗部会 1/22(木)   

文化財保護係 

事業（懸案事項） 特記事項 今後の取り組み 

文化財保全事業 
１ 本陣等々力家の保存活用方法について観光課と協議

検討 
 

 

図書館係 

事業(懸案事項) 現    況 今後の取り組み 

中央図書館 
１ 映画上映会 

  「スープ・オペラ」 2/13（金）みらい 18：00～ 

 

豊科図書館 

１ 開館 15 周年記念 池澤夏樹講演会 

  1/24（土） 13：30～15：00 きぼう 

  パブリックビューイング みらい 

 

三郷図書館 

１ 公民館協働講座 

 「親子で絵本を楽しもう」 2/6（金）  

 10：30～11：30 

 

明科図書館 １ ひまわり講座② 2/7（土） 10：30～11：30 
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５ 子ども家庭支援課 

子育て給付係 

事業（懸案事項） 現    況 今後の取り組み 

各種手当に係る

八十二銀行・長野

銀行の合併対応 

１ 八十二銀行・長野銀行合併に伴う長野銀行利用者の口

座番号等変更について、各種手当の振込は、銀行の読み

替え処理(※)により対応する。 

【参考】全体：約 7,250 件 

・八十二銀行：約 4,000 件 

・長野銀行 ：約 600 件 

※旧長野銀行口座への振り込みについて、銀行側で新口

座に読み替えて受け入れる処理。 

１ 振込時の状況等を踏ま

え、必要に応じて登録口

座の変更も検討していく 

 

児童青少年係 

事業（懸案事項） 現    況 今後の取り組み 

児童館運営事業

（民間委託事業） 

１ Ｒ８児童クラブ入所審査 

・入所希望者 1,848 人、対前年度比＋22％ 

１ 指定管理者とＲ８受入

準備 

２ 入所決定通知 

青少年体験事業 

１ 信大不破先生と学ぶプログラミング体験 

・12/20、12/21、1/17 全３回シリーズ 参加親子６組 

１ 武蔵野市との市民交流

事業（来訪） 

・2/7(土)～2/8(日) 

青少年育成環境

整備事業 

１ 市青少年センター街頭巡回 

・1/6（火）～1/7（水） 市内各所 

 

子ども家庭相談担当 

事業（懸案事項） 現    況 今後の取り組み 

児童発達支援事

業 

１ 遊びの教室 

・１月は６回実施 

こあら（１歳児）穂高   1/7(水)、1/14(水) 

いるか（２歳児）穂高   1/9(金)、1/21(水) 

  プレいるか（２歳児）豊科 1/16(金)、1/26(月) 

 

２ 発達相談日（親子であっぷっぷ） 

・１月は４回実施 

1/8(木)、1/15(木)、1/22(木)、1/28(水) 

 

３ 運動発達相談日（はいはいたっち） 

・１月は２回実施 1/16(金)、 1/23(金)  

 

４ ことばの相談日 

・１月は２回実施 1/6(火)、 1/29(木) 

 

５ 親子で遊ぼう教室 

・１月は２回実施 1/19(月)、1/23(金)講演会 

 

６ 子育て学習会 

・１月は１回実施 市内認定こども園 

  1/30(金) （会場：豊科保健センター） 

１ 遊びの教室 

・２月は５回の実施を予定 

 

２ 発達相談日 

・２月は４回の実施を予定 

 

３ 運動発達相談日 

・２月は３回の実施を予定 

 

４ ことばの相談日 

・２月は２回の実施を予定 

 

５ 親子で遊ぼう教室 

・２月は１回の実施を予定 

 

６ 子育て学習会 

・２月は２回の実施予定 
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６ こども園幼稚園課 

＜保育幼稚園担当＞ 

事業（懸案事項） 現    況 今後の取り組み 

こども誰でも通

園制度 

１ こども誰でも通園制度について 

 ・１月広報に掲載（保護者向けにガイド） 

 ・２月上旬市ホームページに公開 

  （実施園・申請受付・利用方法等） 

・2/9（月）～利用登録受付 

・3/2（月）～園での面談開始 

・3/16（月）～利用予約受付開始 

 

 

 

２月の子ども子育て会議にお

いて実施園の確認を受ける 

 

４月より実施する 

園庭芝生化工事 

１ 令和８年度園庭芝生化工事について 

 ・園庭芝生化工事実施予定園 

 （アルプス、上川手、穂高、有明あおぞら） 

 債務負担行為により工事を進めていく 
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【教育委員会定例会提出資料】 

報告第６号 教育部 学校教育課 

令和８年 1月 23 日提出 （課長）上條貴芳 （担当）山口隆志 

  

タイトル 
「第 18 回キャリア教育優良教育委員会、学校及び PTA 団体等文部科学大

臣表彰」の受賞について 

要旨 
安曇野市教育委員会で推進するキャリア教育について、長野県教育委員

会の推薦を受け、標記表彰を受けたので、報告するもの。 

説明 

 

１ 主題等 

・名称：第 18 回キャリア教育優良教育委員会、学校及び PTA 団体等文

部科学大臣表彰 

・主催：文部科学省、経済産業省 

 

２ 受賞日時  

・令和８年１月 19 日（月） 

 

３ 表彰の趣旨 

・家庭、地域、産業界が一体となって社会全体でキャリア教育を推進

していこうとする気運を高め、キャリア教育の意義の普及・啓発と

推進に資することを目的としたもの。 

・本年度（令和７年度）は全国で 127 団体が受賞。 

・長野県では３団体（安曇野市教育委員会、上田市長和町中学校組合

立依田窪南部中学校、長野県立穂高商業高等学校）が受賞。 

 

 

（以 上） 
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団
体
名
︓
安
曇
野
市
教
育
委
員
会

長
野
県

団
体
種
別
︓
教
育
委
員
会

キ
ー
ワ
ー
ド

地
域
連
携
、系
統
的
・継
続
的
キ
ャリ
ア
教
育
、働
く大
人
と本

音
ト
ー
ク
、職
場
体
験
学
習
の
充
実

推
薦
教
育
委
員
会
名
︓
(長
野
県
教
育
委
員
会
）

教
育
委
員
会
が
中
心
とな
って
地
域
の
企
業
や
事
業
所
な
どと
連
携
した
安
曇
野
市
中
学
生
キ
ャリ
ア
フェ
ス
テ
ィバ
ル

テ キ ス ト
取
組
概
要

取
組
の
詳
細

基
礎
情
報

成
果

・安
曇
野
市
教
育
委
員
会
は
、小

学
校
10
校
、中

学
校
7校

に
加
え
、認

定
こど
も
園
18
園
、幼
稚
園
１
園
を
所
管
し、
切
れ
目
の
な
い
連
携
に
よ
り郷

土
に
対
す
る
愛
着
や
誇
りを
育
む
こと
を
目
指
し、
幼
保
小
中
の
連
携
を
推

進
して
い
る
。

・目
指
す
子
ども
像
とし
て
「か
らだ
を
動
か
し、
頭
で
考
え
、心

に
感
ず
る
“未

来
を
拓
くた
くま
しい
安
曇
野
の
子
ども
”」
を
掲
げ
て
取
り組

ん
で
い
る
。

・事
後
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
「安
曇
野
に
あ
る
会
社
や
事
業
所
を
知

る
機
会
とな
った
」と
答
え
た
生
徒
が
95
％
程
度
、「
自
分
の
将

来
や
働
く意
味
を
考
え
る
機
会
とな
った
」と
答
え
た
生
徒
が

95
％
程
度
と狙

い
の
達
成
に
迫
る
こと
が
で
き
た
。

・各
中
学
校
の
キ
ャリ
ア
教
育
計
画
に
従
って
、２

学
年
の
職
場

体
験
学
習
へ
つ
な
げ
て
い
る
。以

前
に
比
べ
、意
識
や
意
欲
が

格
段
に
高
ま
って
い
る
。

・令
和
6年
度
初
め
て
の
開
催
。参
加
事
業
所
58
。

①
事
業
所
へ
の
説
明
会
（
全
2回

）
希
望
事
業
所
へ
の
説
明
会
（
6月

）
決
定
事
業
所

へ
の
直
前
説
明
会
（
9月

）
を
実
施
。

②
生
徒
実
行
委
員
会
の
運
営
（
全
3回

）
内
容
説
明
と顔

合
わ
せ
（
7月
）
、ポ
ス
タ
ー
の
作
成
、

当
日
の
打
合
せ
（
9月
）
、事
後
ア
ン
ケ
ー
ト
の
ま
と

め
（
11
月
）

③
キ
ャリ
ア
フェ
ス
テ
ィバ
ル
の
実
際

・市
内
7中
学
校
の
中
学
校
一
年
生
対
象
に
午
前
3

校
、午
後
4校
に
分
け
て
実
施
。合
計
77
3名
参
加
。

大
型
バ
ス
を
使
い
移
動
時
間
を
短
縮
。

④
キ
ャリ
ア
フェ
ス
テ
ィバ
ル
後
の
展
開

・当
日
参
加
し
た
ブ
ー
ス
や
人
の
情
報
を
ま
とめ
た
冊

子
（
ジ
ョブ
ハ
ン
）
を
発
行
。

・各
校
で
は
振
り返

りや
感
想
な
どを
レ
ポ
ー
ト型

新
聞
に
ま
とめ
る
な
どし
て
キ
ャリ
ア
パ
ス
ポ
ー
トを
作
成

安
曇
野
市
に
あ
る
企
業
、事
業
所
が
ブ
ー
ス
を
出
し、
「仕
事
の
や
りが
い
」や
「魅
力
」な
ど

に
つ
い
て
語
る
。市

内
中
学
校
一
年
生
が
参
加
し
、働
く大
人
の
「生
の
声
」を
聞
き
、自
分

の
将
来
や
生
き
方
に
つ
い
て
考
え
る
。ま
た
、大
人
た
ち
と語

り合
うこ
とで
、郷
土
を
見
つ
め
、

郷
土
の
良
さ
や
特
色
に
改
め
て
気
づ
くこ
とで
、参
加
者
全
員
が
郷
土
に
魅
力
を
感
じて
何

か
を
し
た
くな
る
よ
うな
力
が
生
ま
れ
る
事
業
を
目
指
す
。

課
題
や
今
後
に
向
け
て

・令
和
7年
度
は
昨
年
を
上
回
る
数
の
ブ
ー
ス
が
出
店
を
予
定
(6
3)

・事
前
学
習
の
充
実
や
学
校
で
の
事
前
指
導
を
求
め
る
声
に
応
え
て
、

学
校
とも
計
画
的
に
準
備
して
い
る
。

・産
官
学
連
携
の
事
業
とな
る
た
め
、参
加
企
業
等
の
声
を
聞
くと
とも

に
、市
役
所
内
部
で
も
商
工
労
政
課
等
との
連
携
も
図
り、
次
年
度

も
さ
ら
に
充
実
した
も
の
に
な
る
よ
う推

進
し
て
い
く。

教 育 委 員 会
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